
    - 1 - 

 

 

 

 

 

「仙台市若者就労・定着支援事業」 

業務委託先募集要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年４月 

仙台市商業・雇用支援課 



    - 2 - 

「仙台市若者就労・定着支援事業」委託者募集要領 
 

仙台市では「仙台市若者就労・定着支援事業」を実施する委託先を、以下の要領で広く募集し

ます。 

 

１ 委託業務名 

「仙台市若者就労・定着支援事業」 
 

２ 目的 

コロナ禍により就職が困難な状況に置かれた新卒者や内定取り消し者、非正規雇用で働いて

いる者や職を失った若者等のうち正規雇用での就労を希望する者を対象に、マッチングイベント

の開催等を通じ就職支援・定着支援を行い、第２の就職氷河期世代の出現を防ぐとともに、地

元企業の人材確保及び地域経済の活性化に繋げる。 

支援に際して、より効果的なマッチングイベント等を企画・実施する必要があることから、

これらの業務を委託することとし、業務全般に関する豊富な知識や経験を有する事業者に提案

を求め、総合的に比較衡量のうえ最適な事業者を選定するもの。 
 

３ 委託業務内容 

  主な業務の内容は以下のとおりとする。（詳細は別紙仕様書のとおり） 

  受託者はプロポーザルでの企画提案内容をもとに、仙台市商業・雇用支援課と十分に協議を

行い、決定する。 

 

(1) 対象となる若者の集客・問い合わせ対応 

(2) マッチングイベントの開催及び企業と参加者のマッチング促進 

(3) 就職後の定着支援 

 

 

４ 提案上限額 

  5,000千円（消費税及び地方消費税込み）を上限とする。 

 

５ 応募資格 

  応募の資格者は、次の要件をすべて満たす者とする。 

(1)有資格業者に対する指名停止要綱（昭和 60年 10月 29日市長決裁）第２条第１項の規定

による指名の停止を受けていないこと。 

(2)仙台市内に本社（店）、支店または活動拠点（事業所等）を置いている法人及び団体等で

あること。 

(3)委託事業の目的を的確に遂行するに足りる能力を有する者であること。 

(4)当事業に類似する事業について実績を有すること。 

(5)事業実施に当たり必要な人員体制が整っていること又は人員体制を整えることが確実と

見込まれること。 

(6)本事業の実施担当者が仙台市内に常駐しており、かつ実務経験を有していること。 

(7)仙台市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

(8)地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しないこと。 

(9)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある

団体でないこと。 

(10)総勘定元帳及び現金出納簿等の会計関係書類を整備していること。 

(11)労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等の労働関係書類を整備していること。 

(12)仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10月 31日市長決裁）別表に掲げる要件に

該当する者でないこと。 
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(13)会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て中または更生手

続き中、または、民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立

て中または再生手続き中でないこと。 

 

６ 契約条件 

(1)契約形態：公募型の提案審査随意契約（プロポーザル方式） 

(2)予算規模 

5,000千円（消費税及び地方消費税込み）を上限として、採択提案内容等を市と調整し、

契約金額を決定する。なお、委託費は、提案事業の遂行に必要な経費とし、委託内容から

その妥当性が認められる範囲とする。 

(3)契約期間 

契約締結日から令和５年３月 31日（金）まで 

(4)委託費の支払条件 

完了払いとする。 

(5)その他 

・契約については、事前に委託内容、委託料について協議のうえ、随意契約を締結する。 

・契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容をそのまま実施することをあらか

じめ約束するものではなく、業務委託の内容の詳細について別途協議のうえ、企画提案

の内容を一部変更して契約することがある。 

   ・協議が整った後に、委託候補者はあらためて詳細な経費を積算した見積書を提出するも

のとする。 

   ・委託事業により生じた特許権等の知的財産権は、原則として市に帰属するものとする。

ただし、市と協定を結ぶことにより、受託者に帰属させることができるものとする。 

 

７ 説明会の開催 

  以下のとおり本件業務委託にかかる説明会を開催する。 

  なお、本説明会への不参加はプロポーザルへの参加を妨げない。 

(1)日  時：令和４年４月 28日（木）11時から 

(2)会  場：仙台市経済局第一会議室 

（仙台市青葉区国分町３丁目６－１ 仙台パークビル９階） 

(3)内  容：委託業務の概要、受託業者選定方法に関する説明、質疑応答 

(4)参加方法：令和４年４月 27日（水）17時までに、会社名、参加される方の氏名、連絡先

（電話・FAX・電子メールアドレス）を記載し、本要領 15 に記載の担当課ま

で電子メールで申し込むこと。 

 

８ 質問の受付及び回答 

(1)受付期間：令和４年５月２日（月）17時まで   

受付期間内であれば質問回数に上限は設けない。 

(2)受付方法：質問票(別紙１)に記入のうえ、本要領 15に記載の担当課あて電子メールで提 

出する。 

※電子メールのタイトルには「仙台市若者就労・定着支援事業に関する質問」

と記載すること。 

(3)回  答：随時質問者に個別に回答するほか、必要に応じて市ホームページに回答を掲

載する。 

 

９ 参加申込書の提出 

(1)受付期間：令和４年５月９日（月）17時まで 

(2)受付方法：企画提案への応募を希望する場合は、企画提案参加申込書兼誓約書（様式第

２号）に必要事項記入の上、本要領 15に記載の担当課あて電子メール（PDF）

で提出すること。電子メールの題名は「仙台市若者就労・定着支援事業企画
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提案参加申込書の提出」と明記すること。 

 

10 企画提案書の提出 

  本事業の受託を希望する者は、下記により応募申込書を提出すること。 

(1)提出期限 令和４年５月 20日（金）17時（必着） 

(2)提 出 先 本要領 15に記載の担当課 

(3)提出方法 持参もしくは郵送にて提出すること（持参の場合、受付時間は開庁日の午前

８時 30分から午後５時まで（正午から午後１時までの時間を除く）。郵送の場合は書留に

限る）。               

(4)提出書類   

①応募申込書(様式第３号)‥‥‥ １部 

②企画提案書(様式第４号)‥‥‥ ７部（正本１部、副本６部） 

副本には、事業者名が特定できる表現、ロゴマークなどの記載は行わないこと。 

③経費見積書(任意様式、積算内訳を添付) ‥‥‥ ７部（正本１部、副本６部） 

正本にのみ事業者名を記載し押印すること 

副本には、事業者名が特定できる表現、ロゴマークなどの記載は行わないこと。 

本業務委託に要する全ての経費を積算すること。（消費税及び地方消費税を含む。） 

④企画提案者の概要が分かる資料(会社案内等)‥‥‥ １部 

⑤定款または寄付行為(法人格を有しない場合は運営規約等)の写し‥‥‥ １部 

⑥履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本)の写し等‥‥‥ １部 

⑦直近の決算書またはこれに類する書類‥‥‥  １部 

⑧市税の滞納がないことの証明書 ‥‥‥ １部 

提出日前 30日以内に交付を受けたものに限る。「市税の滞納がないことの証明書交付申

請書」 

(5)企画提案書類作成上の注意 

①提出書類は、Ａ４版縦に横書き、両面、左綴りとすること。必要に応じて、絵・図・フ

ロー図などを用いて分かりやすく記載すること。図表等で必要な場合のみ、Ａ４版横や

Ａ３版で作成しても差し支えない。なお、白黒印刷・カラー印刷いずれも可とする。 

②企画提案書にはページ番号を付すること。 

(6)その他 

①企画提案に係る費用は、提案者の負担とする。 

②提出書類等は返却しないこととする。 

③提出期限後の提案書の提出、期限後の提案書の差し替え・再提出は認めないこととする。 

 

11 受託候補者の選定 

以下により、受託候補者を選定する。 

(1) 選定方法  

①審査は「仙台市若者就労・定着支援事業受託者選定に係る審査委員会」において企画

提案書に基づく応募者からのヒアリングを踏まえて行う。  

※提案事業者が多数の場合は、一次審査として書類審査を実施し、プレゼンテーショ

ンを行う事業者を決定する。 

②プレゼンテーション 

(ア)開催日時：令和４年５月25日（水） 

※時間は応募申込書の提出者に後日連絡する。 

(イ)場  所：仙台市役所経済局第一会議室（仙台市青葉区国分町３丁目６－１ 仙台

パークビル９階） 

(ウ)内容・方法：応募者から企画提案書に基づく内容説明を行い、その後審査委員との質

疑応答を行う。１企業につき内容説明の時間は15分以内、質疑応答時間

は10分以内とする。なお、出席は原則２名までとする。  

(エ)プレゼンテーションは事前に提出された企画提案書に基づいて行うこととし、追加
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資料の配布は原則として認めない。  

③審査委員は、下記の評価基準に沿って企画提案書の評価を行い採点する。各委員の採点

に基づく合計点を合算した総合点数が最も高い応募者を受託候補者として特定する。  

④総合点数が同じ事業者が複数いる場合、各委員の採点において下記(2)「審査基準」の

以下の項目の合計点が高い事業者を上位とする。  

・第一優先項目 「事業内容（企画・コンテンツ内容）」 

・第二優先項目 「事業実施体制」 

・第三優先項目 「業務目的及び事業内容の理解度」 

(2) 審査基準 

次の基準により評価し、総合的に審査して決定する。 

(3) 審査結果 

最終的な審査結果は、すべての提案者に対して電子メールで通知するとともに、後日郵送

で通知する。 

提案書を特定（決定）されなかった者は、通知した日から 7日以内に非特定理由について

の説明を求めることができる。非特定理由についての説明は、上記の求めの日の翌日から起

算して 10日以内（休日を除く）に書面で回答する。 

(4) 失格事由 

次のいずれかに該当した場合は、受託候補対象者から除外し、提出された企画提案書は無

効とする。無効となった場合は、当該提案者に対して通知する。 

・提出期限までに提出書類が届かなかった場合 

・応募者が応募資格要件を満たさない者または委託契約者を選定するまでの間に資格要件

を満たさなくなった者 

・他の応募者と企画提案内容等について相談を行う等、選定結果に影響を及ぼすおそれの

ある不正行為を行った者 

・提出書類に虚偽または不正な記載があった場合 

 

 

 審査項目 評価の観点 配点 

１ 
業務目的及び事業

内容の理解度 

事業の目的・趣旨を十分理解し、提案の基本的な考え方は事業

目的等を踏まえた内容になっているか。 
15 

２ 事業実施体制 

・委託業務を円滑に安定的に遂行できる体制か。 5 

・関連機関等との十分な連携がとれているか。 10 

３ 
事業内容（企画・

コンテンツ内容） 

・実施時期や会場、企業の開拓方法及び対象者の集客の取組内

容が適切であり、対象者及び企業数は十分なものが見込まれ

るか。 

20 

・企業と参加者のマッチング促進方法や就職後の定着支援が具

体的に示され、有効性が見込まれるか。 
20 

・効果的な広報手法が提案されているか。 15 

・研修等について、独創的・有用な提案があるか。 5 

４ 類似事業の実績 類似事例の件数及び実績。 5 

５ 見積金額の妥当性 事業内容と見積書に整合性が認められ、積算根拠も明確か。 5 

計 100 



    - 6 - 

12 契約に関する事項 

(1)委託契約は、「11 受託候補者の選定」に基づき選定した受託候補者を優先候補者として

協議・調整を行い、地方自治法施行令第 167条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約

を締結する。ただし、特別な理由により受託候補者と契約できない場合は、他の提案者の

うち順位が上位の者から順に契約交渉を行うものとし、最終的に交渉が成立した提案者を

受託者とする。 

(2)契約時における仕様書は、別紙本事業の内容を基本として、受託候補者からの提案内容

を踏まえて、協議により決定する。協議にあたっては、企画提案書等の内容を一部変更す

る場合がある。 

 

13 スケジュール（予定） 

 令和４年４月 28日（木）11時 説明会 

令和４年５月２日（月）17時 質問票の提出期限 

令和４年５月９日（月）17時 参加申込書の提出期限 

 令和４年５月 20日（金）17時 応募書類の提出期限 

 令和４年５月 25日（水） プレゼンテーション及び審査会 

 令和４年５月 30日（月） 審査結果通知 

 令和４年６月上旬予定 契約締結、事業開始 

  

14 その他 

(1)本事業の実施にあたっては、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法、著作権法、そ

の他法令を遵守すること。 

(2)受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができ

ない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と思われる業務については、市と協議のう

え、業務の一部を委託することができる。 

(3)事業の円滑な実施のために、本事業の委託開始から終了までの間、事業の進捗状況を定

期的に市に報告すること。 

(4)本事業において広報等を行なう場合にあっては、市からの受託事業であることを明示す

ること。 

(5)本事業の経理を明確にするため、委託先は他の経理と明確に区分して会計処理を行うこ

と。 

(6)本業務の関係書類や会計帳簿等は、業務実施終了後５年間は保存すること。また、業務

実施後に閲覧が必要になった場合は、協力すること。 

(7)本事業の実施にあたり、個人情報等の保護すべき情報を取り扱う場合は、その取り扱い

に万全の対策を講じること。  

(8)本業務の終了時に、実績報告書のほか配布物等必要な書類を提出すること。 

 

15 担当課 

  仙台市経済局産業政策部商業・雇用支援課雇用支援係（担当：渡邉、保坂） 

  住所：〒980-0803 仙台市青葉区国分町 3-6-1 仙台パークビル 9階 

  電子メール：kei008050@city.sendai.jp 

  電話：022-214-1007、FAX：022-214-8321 
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